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A survey was done on the conditions of the tuberculosis surveillance system used for 

extraordinary examination in high tuberculosis prevalence areas in Aichi Prefecture during 

the period from 1981 to 1989.

The results were as follows:

1) A total of 25 health centers provided information to 456 cases in specific groups 
known as "danger groups" and 227 cases within a furniture company . Information was most 
frequently provided when the index cases had been diagnosed bacillary positive .

2) Extraordinary examinations were performed on 222 cases for nine years , one case a 
year per each health center. The frequency of extraordinary examination was never high. A 
total of five epidemic cases (2.3%) and 30 microepidemic cases (13.5%) were discovered.

3) Coordination among health centers to make examinations was required in 81 cases 

(36.5%).
4) In index cases in which extraordinary examinations were performed , 43 preventable 

cases (19.4%) were found. It is therefore important to thoroughly enforce family-contact 
examinations.

In order to complete extraordinary examinations , the importance of not only the 
systematic collection of information and the action of examination about specific groups 

but also the establishment of a surveillance system for extraordinary examinations is vital .
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緒 言

わ が国 の結核 蔓延状況 について,森1),青 木2)に よれ

ば,そ の1つ の指標 で あ る年 間感 染危 険率 にお いて,

1985年 に は0.06%と 推 計 され,小 学 児童以 下で99%

以 上,20歳 代 で も85%以 上 と,若 年者 の大部分 は結核

未感染 である と報告 している。 このよ うに,結 核 の少 な

くな った国におけ る新 時代 の結核対策 について,日 本結

核病学会予 防委員会 はわが国の結核根 絶 に向けて報 告書

を ま とめて い る3)。その中で,近 年全国各地で集団感染

事例の報告 に見 られ るごと く4M4),未 感染集団 にお ける

感染性結核患者 の発生へ の対応 と して,結 核予防法第五

条第四項 の規定 による定期外蔓延地区検診(以 下定期外

検診 と略す)の 強化 の必要性 が取 り上 げ られている。

愛 知県(名 古 屋市 を 除 く)で は,昭 和52年 か ら結核

サーベイ ランス体制 が開始 され,そ の一環 として定 期外

検診 を結核対策 における1つ の重点 に置 いてきた15)。結

核対策を所管す る県衛生部保健予防課 に 「結核管理セ ン

ター」 を設置 し,医 師,保 健婦,診 療放射線技師等 の稼

働班 を配置 して,特 定集団 および集団 における結核患者

の発生時 には,本 県独 自の報告様式 を定 め,定 期外検診

の実施 か ら集団感染 の評価 までを保健所 とともに一貫 し

て行 って きた。 昭和61年 度 か らは,財 団法人結核予 防

会愛知県支部が財団法人愛知 県健康づ くり振興事 業団に

併合 された機会 に,こ れ ら業務の中の間接,直 接撮影 に

つ いて,本 事業団 に直接県か ら委託 して いる(図1)。

今回 は,本 県 におけるサーベイラ ンスシステムによ り

得 られた定期外検診 に関 する種 々の情報 を基 に,結 核集

団感染 の実態 について県単位 の成績 をま とめ,今 後 の強

図1　 定 期 外 検 診 の フ ロ ーチ ャ ー ト

化すべ き方策 を探 るために若干 の考察 を加え たので報告

する。

調 査 方 法

本調査 は,昭 和56年1月 か ら平成元年12月 の9年 間

に特定集団(表1)と して県下の保健所 に結核登録 され,

保健所 か ら県衛生部保健予防課へ報告 され た事例,お よ

表1　 特定集団

表2　 定期外検診の調査票記載項目
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表3　 集団感染の定義

表4　 特定集団の登録時感染性別報告割合の年次推移

注)報 告数/登録患者数()内 割合%

び県外登録で本県へ通 報のあ った事例,並 びに特定集団

以外で,定 期外検診の要否を検討す るため に報告を受 け

た事例を調査対象 と し,報 告内容,定 期外検診 実施結果

か ら集計分析を行 った。

調査項 目は,患 者 の背景,行 動,保 健所 の採 った諸活

動,検 診 の成績,保 健所 の方針等,検 診 に関す る情報 を

必 要最 小限 も らさず ま とめ る意義 に重点 を置 き設定 し

(表2),報 告 内容 に関す る保健予防課 の疑問点等 につ い

て は,そ の都度,当 該保健所へ問 い合わせを行 い,詳 細

な情 報 を把握 した。なお,昭 和57年5月 か ら現行の調

査票 様式 に変 更 し,昭 和62年1月 か らは国の現行サー

ベ イラ ンス情報の集計 に移行 させたため,感 染性 および

特定 集団 の区 分 の変更 が なされ た16)他,集 団感染 の定

義 は表3に 従 った17)18)。

調 査結 果

昭和56年1月 か ら平成元年12月 の登録患者 につ いて,

保健所か ら県へ報告 され た件数 は総数683件 であ り,特

定集 団 に よ るもの は456件 であ った。年平均 は50.7件

で,登 録患 者総 数844名 に対 し,456件54 .0%の 報 告

率であ った。特定集団にお ける定期外検診 発端患 者の登

録 時 感染 性別で は,菌(+)が183例 中155件84.7%,

菌(一)661例 中301件45.5%と 菌(+)に 高率 であ り,

調 査 開始 当初 に比 し,し だ いに高 くな る傾 向にあ った

(表4)。

特 定集 団別 で は,乳 幼 児,小 中学生268例 中121件

45.1%,高 校以 上287件 中153件53.3%,教 職員等,

医療 従事 者289例 中182件63.0%と 教職員等,医 療従

事者 に高 い傾向 にあ り,報 告割合の年次推移で は各集団

でば らつ きが認め られた(表5)。

保健所への患者発生 の情報入手 か ら県保健予 防課 への

報告までの期 間では,菌 成績別 で50%報 告率 の期 間は,

ガ フキ ー3号 ～10号 で4週,他 の菌(+)で3.5週,菌

(-)他 で7週 と菌(+)の 場合 に報告 が早 い傾 向が認 め

られ た(図2)。 また,特 定集団別 では,同 じく乳幼児

6週,小 中学生9週,高 校以上5.8週,教 職員等4.2週,

医療 従事 者5.7週,そ の他4.5週 と教職員等,そ の他で

短 い傾向を示 した(図3)。

定期外検診の発動状況 について は,9年 間の特定 集団

の登録患者総数844名 に対 し104件12.3%,報 告数456

件 に対 し104件22.8%に 実施 され,発 動数 の年次推移

に大 きな変動 は認 め られず,ま た,そ の他 の集団 では,

報 告数227件 に対 し118件52.0%と 毎年高率 を保 って

いた(表6)。

特定集団 における登録患者数 に対す る発端患者 の排菌

別 の有 無別 で は,菌(+)で 高 い発動率 を示 し,各 々乳

幼児,小 中学生 で4.596,高 校 以上 で16.096,教 職員

等,医 療従事者で15.9%で あ った(表7)。

また,発 端患者を咳の有無別,排 菌別に区分 した報告

数 に対す る発動の状況 で は,咳 あ りの排 菌量の多い もの

が68.5%,咳 あ り全体 で47.2%,咳 な しでは,咳 あ り

よ り も低率 で あ り,全 体 で18 .6%で あ った。一方,特

定 集 団別 では,高 校以上30.1%,教 職員等29.1%と 比

較 的高 率 であ った。 また,咳 な しかっ菌(-)他 で定期

外 検診 が発動 され た11例 の理由で は,4例 は有空洞例

で あ り,他 は感染源追跡 に主眼が置かれて いた(表8)。

咳 ありかっ塗抹 ガフキ ー3号 以 上の事例で,定 期外検

診が必要 と判断 されたに もかかわ らず検診 を発動 しなか

った52例 の内訳 は,複 数 理由あ りとしてみた場合,対

象が小集団のため接触者(家 族)検 診 の範 囲で実施 され

た もの23件44.2%,対 象集 団の定期検診 に併せ ての実

施,勧 奨 は13件25.0%,定 期外検診 が必要 と判断 され
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表5　 特定集団別報告割合の年次推移

注)報 告数/登録患者数　 ()内 割合%

図2　 保健所情報入手から県保健予防課報告までの
期間

る以前にすでに対象施設長 によ る自主 的検診 が実施 され

た もの は7件13.5%,定 期外検診 の実施対象 として濃

厚接触者の特定 されない もの は13件25.0%で あ った。

登録か ら検診実施 までの期間で は,登 録時期あ るい は

図3　 保健所情報入手から県保健予防課報告までの
期間

検診 実施 時期 不 明27名 を除いた195例 では,過 半数 が

4週 以 内 に実施 され,12週 まで に175件89.7%が 実施

されていた。菌成績別,特 定集団別で は,ア レルギ ー前

期を考慮す ることか ら,明 確 な傾 向は認 め られ なか った。
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表6　 定 期 外 検 診 の 発 動 に 関 す る 主 な 割 合 の 年 次 推 移

()内 割合%

表7　 特定集団の菌成績別定期外検診発動割合

注)発 動数/登録患者数　 ()内 割合96

検診の内容で は,ツ ベル ク リン反 応検査,間 接,直 接

撮影 を主体 と し,一 部に血沈,喀 痰等 が実施 され,検 診

内容 の不明である50例 を除いた172事 例 で計10,486名,

平 均61.0名 を検診 対象 と し,平 均 受診 率97.2%,延

14,999名,平 均87.2件 の検 査が実施 されていた。特定

集団別で は,最 優先 と して実施す る範囲 は主な接 触者数

を反映 し,小 中学生,高 校以上で は患者の同 クラスおよ

び クラ ブ活動 等 の規模平均約90名 であ り,一 方,教 職

員等 では約200名 と社会的責任を考慮す ることが示唆 さ

れた(表9)。 内容 の不 明の内訳 は,結 果 は入手 してい

る ものの対象 が不明28件56.0%,他 県への通報で結果

表8　 定 期 外 検 診 発 動 の 状 況

注)発 動数/報告数　 ()内 割合96
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表9　 定期外検診の実施検査項目および規模

注)実 施検査欄における上段:定 期外検診数 中段:受 診者数

下段:平 均受診者数

内容不明50事 例を除 く

の不 明17件34.0%,対 象 は入手 している ものの結果 の

不 明4件8.0%,対 象 も結果 も不 明1件2.0%で あった。

定期外検診発動 に際 し,患 者 の所属 が自主的 に検診 を

実施 した事例 は,高 校以上 で1件,教 職員等 で1件,医

療従 事者9件,そ の他9件 の計20件 に認 め られ,中 で

も医療従事者 におけ る割合 は52.9%と 過半数 であ った。

定期 外検 診 の結果 で は,222事 例 か ら受 診者10,188

名 に対 し53名0.52%の 結 核患者 と,ツ ベル ク リン反応

検査 実施 者5,677名 に対 し145名2.55%の 予 防投薬対

象児者が発見 された。 また,予 防投薬が1名 以 上診 断 さ

れ,集 団感染 に至 らなか った事例を小感染事例 と定義す

ると,定 期外検診発動 の契機 とな った発端患者の咳の有

無別,菌 成績別で は,咳 ありの塗抹 ガフキ ー3号 以上の

中程度 および多量排菌例で113例 中15例13.396,咳 あ

り全体 で158例 中20例12.7%で あった(表10)。

一方,咳 な しで は,62例 中10例16.196で 咳 あ りと

ほぼ同様 の傾 向であ り乳症状把握 の不十分 さ,あ るいは

予 防投薬診 断基準 の不統一 さが示唆 された。特定集団別

では,年 少児 を対象 とし,慎 重 かっ十分 な対応 を求 める

た めか,小 中学生10例 中6例60.096,教 職員等25例

中5例20.0%と 比較 的高 率 に認 め られ,小 感染全体 の

総計 で は,222例 中30例13.5%で あ った。 この うち,

集 団感染 の定 義 に該 当す る事例 は,222例 中5件2.3%

で あり,定 期外検診 に至 った感 染源の3例 は咳あ りの塗

抹 ガフキー3号 以上の排菌例で,他 の感 染源 と推定 され

た2例 は排菌を認めな いものの有空洞例であ った。 また,

事例2と 事例5は,報 告内容の状況か ら,同 一 集団に患

者 の集積が認 め られ,保 健予防課か ら保健所へ関連調査

を依頼 した事例 であった(表11)。

今 回の対象 の中で,定 期外検診 の発端患者 に家族等の

感染源 が存在 し,こ の場合 に適切 な時期 に接触者検診が

実施 され,発 病予防措置 を行 っておけば,そ の後 この患

者 が発病 し,そ のための定期外検診 が必要 になるような

事 態 を回避 で きた と考 え られる事例 は,222例 中43例

19.4%に 認 め られ(表12),特 定 集団 で は104例 中29

件27.9%で,教 職 員等 には認 め られなかった。 また,

発端患者の感染源が把握 され,そ の登録時菌検査成績 の

情報 が入 手 されていた41例 では,ガ フキー3～10号 で

83.3%と 高率 に該 当 し,家 族検 診 時 および経過観察へ

の対応 の課題を残 していた。集団感染の認 め られた5事

例で は,3事 例が該当 して いた。

本県 は,地 理的 にその中心部 に名古屋市 とい う指定都

市 を抱 え,ま た,近 隣県 との経済的交流が盛んな こと,

さらに,保 健所 の管轄区域 にお いて患者の居住地 と職 場,
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表10　 定 期 外 検 診 の 結 果(小 感 染,集 団 感 染 事 例)

注)小 感染事例数/定期外検診実施数 定期外検診発動の契機となった発端患者を基に集計

()内 割合%〔 〕内集団感染事例数(別 掲)に ついては感染源と推定された患者の菌成績,職 業を基に掲載

学校等 の所在地が異 なることか ら,定 期外検診を実施す

るにあた り,保 健所問 の調整 を要す る事例 は年 によりそ

の割合 は異 な る ものの,222例 中81例36.596と 約1/3

に認 め られた(表13)。 定 期外検診 を進 めるうえで,こ

れ ら行政区割 りによ り保健所問 の密接 な情報交換の必要

性 が示唆 された。

考 察

青木 は,わ が国 の結核 の集団感染事例 につ いて,1930

年 か ら87年 まで の58年 間 に文献,新 聞報道等か ら54

例 を集 め,そ して そ の半数以上 は1980年 以降の発生で

あることに注 目 し,こ のことは,年 間結核感染危険率が

おお むね0.1%を 割 った頃か ら目立っ ようにな ることに

一致 して いると報告 して いる19)
。

定期外検診 に関す る県単位 の成績 は,過 去 に東京都20),

名古 屋市21),千 葉県22)の 報告 例 があ るが,今 回の報告

は,愛 知県(名 古屋市を除 く)で 調査が継続 された もの

のまとめで あ り,結 核低蔓延時代の対策 と して,今 後 さ

らに充実,徹 底すべ き課題 の1つ と して,定 期外検診 に

関す るい くつか の指 標につ いて明 らか に した。

本 システムの特徴 は,報 告書様式の整備を図 ることに

よ り,行 政 によ る定 期外検 診の対応 について,(1)関 係

者間の同意 と方針決定を得 るために打 合せ会 を重視 する

こと,(2)定 期外検診 に関す る対応 時期の把握,(3)保 健

所,発 端患者双方の感染性を念頭においた動 向のま とめ,

(4)発 端患者の感染源の追求,(5)担 当保健所 の定期外検

診発 動要 否 の決定,(6)検 診 スケ ジュール,検 診結果 の

整理,評 価,(7)集 団感染の有無 の決定,(8)今 後 の事後

対応の方針決定等 について,県 単位 の成績 を確保 する と

ともに,県 レベルのサーベイ ランスの一助 とす ることに

あ る。一方 で,(1)担 当 者におけ る定 期外検診 に関 する

情報の把握 の統一 化,(2)定 期外検診対応 の教育効果,(3)

必要 に応 じて,県 保健予 防課 との共 同作業 による検診 の

実施を図 るものであ る。

調査票の県への報 告状況 では,特 定集 団で年平均約50

件であ り,一 方,事 業所等 その他 の報告 が しだいに増加

す る傾向にあ り,こ の ことは,近 年 の事業所 における集

団感染事例 の増加か ら留意 すべ き点 と考 え られる。 また,

菌(+)で 報 告 が多 く,菌(-)で 低 い ことか ら,定 期外

検診が不要 と判断 された場合 に報告 されない場合 が多 い

と予想 され,周 囲に対 す る感染 の拡 が りの有無 のみな ら

ず,感 染源を追求す る趣 旨か らも報告 の徹底 が望 まれる。
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表11　 集 団 感 染 事 例 の 内 訳
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表12　定 期 外 検 診 発 動 未 然 回 避 可 能 例

注)未 然回避可能例数/定期外検診実施数()内 割合%

表13　 保 健 所 間 の 調 整 を 必 要 と す る 事 例

注)()内 は該当事例の割合%

一方
,特 定集団で は,高 校以上,医 療従事者,教 職員

と若年患者の報告の比 率が高 くなる傾 向にあ り,こ のこ

とは,未 感染者の増加 と相 ま って,対 象 の拡大 と,定 期

外検診 の重点 の拡大 の方 向性 を示 す ものと考 え られる。

今後 は,現 行 の結核 サーベイ ランスシステムにおける

月報 か ら,新 登録患者 の年齢,職 業,菌 検査成績等を注

目す ることによ り,調 査対象 の把握等,そ の活用を図 る

ことも重要 であろ う。

定期外検診 の発動 に関す る諸問題 と して は,今 回の調

査 は記録 と して残 されて いるものの まとめであ るが,実

際 には,患 者発生 にともな い保健所 と保健予防課間で発

動 の判断 検診範囲,検 診結果の評価等,共 同作業の形

態がとられ,事 前 に情報 の交換 は しば しば行われて いる。

定期外検診発動 につ いて は,結 核予防法第五条か ら保

健所長 に与え られた役割であ る。現場の対応 として は,

不必要 におおげさに構 えることな く,発 動を いか に絞 り

こむかが今後 の適正 な検診実施の観点か ら要請 されてい

くことになろう。 その ためには,感 染成立の要 因であ る

患 者 の症 状(特 に咳),排 菌状況,接 触状況,感 染 しや

す い環境で あったか等の情報 について,患 者の主観 的観

点 に加え,特 に周囲の客観的観点か らこれ ら情報 の詳細

かっ早期の把握が必 要不可欠であ る。

今回,定 期外検診 が必要 と判 断され,患 者 の所属 が自

主的に検診 を実施 す る事例 もしば しば見受 け られ,既 存

の各 種検診 の活用 も図 られるべ きであろ うが,こ の際 に

も,保 健所 はその検診 内容,範 囲,検 診結果等へ指導性

を発揮 し,結 核対策 の要 としての役割 を果 たさなけれ ば

な らない。

定期外検診検査項 目では,従 来 か ら,直 接,間 接 によ

る胸部 レ線撮影 を中心 に実施 され てきたが,近 年 の若年
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層 にお け る未感 染児者 の拡大 によ り,BCG既 接種 によ

る判定の困難性を残 す ものの,若 年 層への検査項 目 とし

て,ツ ベル ク リン反応検査の普及が しだいにな されて き

て いる。

今回 の報告で は,2高 校,1事 業所の集団感染事例の

際 にツベルク リン反応検査が実施 され,集 団感染の判定

がなされた後,学 校医 あるいは産業医,専 門医療機関,

保健所,施 設管理者 との連携 によ り,予 防投薬 の実施が

決定 し,結 核予防法 の適用 の枠 を超 えて,自 己負担 によ

る医療 が行 われている。平成元年 か らは,予 防投薬基準

の明確化 および集 団感染 時の予 防投薬公費負担 の対象拡

大 が図 られ たことによ り23),な おい っそ うの発病予 防が

可能 とな ってい る。 したが って,今 後 は若年者 に対 する

補助診断 としての ツベル ク リン反応検査 の積極 的実施 が

望 まれ る。

保健所 にお ける定期外検診の発動 は,特 定集団456件

とそ の他227件 の合計683件 の報告 に対 し,222件 にな

され,こ れ は年平均約25件 で,県 下保健所数が25ヵ 所

であることか ら,1保 健所 当た り1件 と決 して多 いもの

ではない。 また,定 期外検診 の結果か ら小感染事例 は,

222件 の30事 例13.5%,集 団感染 の定義 に該 当す る事

例 は5事 例2.3%と 決 して高頻度 には認 め られていない。

しか しなが ら,発 端患者 を契機 に保健所 が適切 な対応

を採 るこ とによ り,集 団感 染,小 感染 を早期 に把握 し

(場合 によって は発端患者の感 染源へ逆のぼ る),以 後 の

発病を未然 に防 ぎ,少 しで も患者発生の拡大を防止 す る

ことが今後の結核対策 と して求め られてい くと考え られ

る。

検診 の内容,ス ケジュールは,基 本的 には患者家族検

診 のそれと同様 であると考 え られ るが,定 期外検診の対

象 が広範 囲 となる ことか ら,技 術的,学 問的基盤 に立脚

する ことは当然 であるが,発 端患者 への影響 を考慮 しつ

つ,社 会 的側面 を加 味 した慎重 な対応 が求 め られる こと

にな る。 この点 か らも,定 期外検診発動 に関 しては,結

核診査協議 会の活用を図 る等複数 の医師によ る合議 が必

要 とな るであ ろう。

また,集 団感染の危険度 につ いて,青 木 は名古 屋市 に

おける定期外検診の成績か ら,患 者の塗抹検査成績 と有

症状期間の積 を算 出 し,こ の指数 に加えて患者の社交性,

環 境等か ら推測を試みてい る18)。このことは,定 期外検

診 を発動す る場合 に大 いに参考 となるで あろう し,発 端

患者 を始 め とした定期外検診 に関す る各種情報 の収集 と

検診 の精度管理 を併 せて行 うことによ り,定 期外検診 に

対す る適切 な判 断への助 け とな るであろ う。

今後,定 期外検診 の強化の方策 として は,第1に 感染

源の追求,感 染経路の科学的証 明をい っそ う進め ること

が求め られ る。従来,こ れ らの把握 には,感 染源および

培養陽性患者の菌株の保存 により,薬 剤感受性試験お よ

びフ ァージ型別試験か ら検索を進 めて きたが,未 だルー

チ ン化 には至 って いない。幸 い,近 年の菌検査の格段の

進 歩24)に よ り,菌 陽性 に限 られ るものの,身 近で短期

間の検索 が可能 とな りつつ あ り,よ り正確 な結果の把握

が期待 で き,感 染経路 の解 明 も容易 となろ う。

第2に は,患 者行動 の広域化 か らも地域格差 のない対

応 として,定 期外検診 の システム化,関 係機関 の連 携,

サ ーベ イランスチー ムとい った臨機対応 のできる体制 の

確立が急務であ ると考え る。

第3に は,定 期外検診 に対す る適切 な対応 と判 断を行

うためには,患 者診断時の保健所への届出を早期に実施

す るよ う徹底 を図 るほか,現 在各地で散見 され ると予測

される集団感染事例 につ いて,学 会報告 に止め ることな

く,全 国あるいは地域 ごとに一堂 に集 め,集 団感染のサ

ーベイ ランスを実施 する ことによ り,そ の実態 を明確 に

す るとともに,そ れ らの経験 か らデ ィンジ ャーグループ

の明確 化,効 率のよい適格 な調査対象集団 の絞 り込 みを

検討す ることが今後 の課題 と考 える。

さらに,今 回の調 査か ら,発 端 患者 における初感染 と

推測 され る時点 に適切な接触者検診 の対応 を行 い,何 等

か の発病予防措置を実施 したな らば,そ の後定 期外検診

の必要 な事態を回避 し得た と考え させ られ る事 例が約2

割 に認 め られ た。 したが って,発 端患者の大部分が若年

者 であることか ら,定 期外検診対策 と して取 り得 る第一

は患者接触者検診 にあ り,地 道 な個 々の対応 を今後 いっ

そ う重視 す る必要 のある ことを強調 したい。

結 語

昭和56年 か ら平 成元年 の9年 間において,愛 知県 の

定期外検診 に関す るサーベイ ランスの実態 と成績 をま と

め,以 下の結果が得 られた。

1)　いわ ゆ る"デ ィ ンジ ャーグル ープ"と いわれ る

特 定集 団で456件,事 業 所等で227件 の報告が25保 健

所 か ら県保健予防課 になされ,こ れ ら情報の提供 は,発

端患者 が菌陽性 の場合 に高頻度で あった。

2)　定期外検診 は,9年 間で222件 実施 され,こ れ は

1保 健所 当 り平均年1件 で,決 して高頻度 の もので はな

か った。 その結果,5件2.3%の 集団感染事例 と30件

13.5%の 小集団感染事例 が認 め られた。

3)　定期外検診 を実施 す るに当た り,保 健所 間の調整

を必要 とす る事例 は81件36.5%で あ った。

4)　定期外検診の必要性を未然 に回避で きた はずの事

例 は,43件19.4%に 認 め られ,し たが って,事 前に家

族検診 を徹底 して行 うことが重要で ある。

5)　定期外検診 の充実 のために,特 定集団お よび若年

者集 団に関する情報収集 のシステム化 および検診実施 の

システム化,並 びに定期外検診 のサーベイ ランス体制 の

確立 の重要性 が示 唆された。
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稿 を終 わるに当た り,愛 知県 の結核対策 を企画,推 進

して きた衛生部保健予防課結核担 当職員,並 びに本稿 の

資料 を長年 にわた り提供 いただいた県下全保健所 の関係

の方 々に感謝 を表 します。 また,名 古屋市立大学第2内

科 山本正彦教授 の御指導,御 助言 に感謝 申 し上 げます。

なお,本 稿 の要 旨の一部 は,第65回 日本結核病学会

総会 シンポ ジウムにおいて発表 した。
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